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令和６年度豊橋市介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金

交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、令和５年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サー

ビス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱（令和５年３月28日付け老発

0328第３号厚生労働省老健局長通知別紙（以下「実施要綱①」という。）、令和６

年３月29日付け老発0329第３号厚生労働省老健局長通知別紙（以下「実施要綱②」

という。））及び豊橋市補助金等交付規則（平成７年豊橋市規則第８号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、介護サービス事業所等のサービス提供体制確

保事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 この補助金は、予算の範囲内において、新型コロナウイルスの感染等による

緊急時のサービス提供に必要な介護人材の確保及び職場環境の復旧・改善に必要と

なる経費等の全部又は一部を補助することにより、サービス提供体制の継続等を支

援することを目的とする。 

（補助事業及び補助対象経費） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、令和５年４

月１日以降に、新型コロナウイルス感染症への対応において、実施要綱①３（１）

ア及び実施要綱②３（１）アに規定された事業所・施設等（豊橋市内に所在する事

業所・施設等に限る。以下「補助事業者」という。）が実施した通常の介護サービ

スの提供では想定されないかかり増し費用とする。ただし、令和５年４月１日から

令和５年５月７日までに係る費用については、実施要綱①に基づき補助し、令和５

年５月８日から令和６年３月31日までに係る費用については、実施要綱②に基づき

補助を行う。（ただし、「令和５年度豊橋市介護サービス事業所等のサービス提供

体制確保事業費補助金交付要綱」により既に助成を受けた費用を除く。） 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、実施要綱①４（１）及び実施要綱②４（１）に規定する方法

により算出した額とする。 

（交付申請及び実績報告） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者は、令和６年度豊橋市介護サービス事
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業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１及

び１－２）を市長が指定する期日までに提出しなければならない。なお、令和５年

度豊橋市介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱の様

式第１及び１－２による申請は、この要綱の様式第１及び１－２による申請とみな

す。 

（交付決定等の通知） 

第６条 規則第５条第２項の規定による補助金交付決定の通知及び規則第11条の規定

による補助金の額の確定の通知は、令和６年度豊橋市介護サービス事業所等のサー

ビス提供体制確保事業費補助金交付決定通知書兼確定通知書（様式第６）（以下「事

業費補助金交付決定通知書兼確定通知書」という。）によるものとする。 

（交付の条件） 

第７条 前条の規定による交付の決定には、規則第６条の規定により、次に掲げる条

件を付すものとする。 

(１) 本市に納付すべき市税を滞納していないこと。 

(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）が役員となってい

ないこと。 

(３) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。 

(４) 他の制度によるこの補助金と同様の助成又は補助を受けていないこと。 

(５) あらかじめ市長の承認を受けた場合を除き、補助事業の実施により取得し、

又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産につい

ては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）で定

めている耐用年数を経過するまで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄しないこと。 

(６) 市長の承認を得て財産を処分することにより収入があった場合には、その収

入の全部又は一部を市に納付すること。 

(７) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完

了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運

営を図ること。 

(８) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税
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及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合

を含む。）には、補助事業完了日の属する年度の翌々年度の４月30日までに、消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第７）により、速やかに書

面により市長に報告しなければならないものとし、補助金に係る仕入控除税額が

あることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還させることができる

こと。 

(９) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出

について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事

業の中止又は廃止を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了

後５年間保管すること。 

(10) 当該補助事業者が第１号から前号までの条件に違反した場合には、この補助

金の全部又は一部を市に返還すること。 

(11) 第５号及び第９号に定める期間を経過する前に、事業所・施設等を休止又は

廃止し、老人福祉法（昭和38年法律第133号）又は介護保険法（平成９年法律第123

号）の規定により、改善命令、事業の制限又は停止命令、認可の取消し、指定の

取消し又は指定の全部若しくは一部効力の停止を受けたときは、補助事業により

取得した財産の残存価格の全部又は一部を市に返還させることができること。 

(12) その他市長が必要と認める条件を満たしていること。 

（申請の取下げ） 

第８条 規則第７条第１項の規定による交付申請の取下げは、補助事業者が第７条の

事業費補助金交付決定通知書兼確定通知書の交付を受けた日から10日以内に書面に

より行わなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合はこの

限りでない。 

（補助金の交付請求） 

第９条 補助事業者は、第６条の規定による通知を受けたときは、令和６年度豊橋市

介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付請求書（様式第２）

により、市長に補助金の交付を請求することができる。 

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年８月31日から施行し、同年４月１日から適用する。 



‐4‐ 

附 則 

この要綱は、令和４年８月26日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年８月25日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年11月29日から施行し、同年10月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年１月19日から施行し、令和５年11月29日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年６月28日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 


